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Ⅰ 総  論 

 

 

 

我が国における急速な少子化の進行にかんがみ、次世代育成支援対策を迅速かつ重点

的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会

の形成に資することを目的とした「次世代育成支援対策推進法」が平成15年７月に成立

しました。同法において、国や地方公共団体等は「特定事業主」として、職員が安心し

て子育てと仕事の両立を図ることができる職場環境づくりの推進を図るための計画を策

定することとされています。 

菊川市としても、地域における次世代育成支援対策を進めるため、市全体の計画であ

る「菊川市次世代育成支援行動計画」を策定するとともに、一事業主としての役割を果

たすため、「菊川市特定事業主行動計画」を平成17年10月に策定し、計画の管理及び現

状把握に努めてまいりました。 

そして今日に至り、職場環境や組織の在り方も変容する中で、仕事と生活の調和の推

進等、次世代育成支援に関する一連の流れも受け継ぎながら、現状に即した取組みを行

うべく、「菊川市特定事業主行動計画」の見直しを行いました。 

職員の皆さん一人一人がこの計画を自分自身に関わるものととらえ、次代の社会を担

う子どもたちを育成する必要性を強く認識し、それぞれの職場でお互いに助け合ってい

きましょう。 

 

 

 

 

次世代育成支援対策推進法は令和７年３月31日までの時限法となっており、この内、 

本計画については、令和２年４月１日から令和７年３月31日までの５年間を計画期間と 

します。 

 

 

 

 

行動計画の円滑な推進を図るため、菊川市特定事業主行動計画推進委員会（以下「委

員会」という｡）を設置しました。委員会では、本計画の策定・変更、同計画の円滑な

実施、達成状況の点検（年１回）等を行うこととします。 

 

１ はじめに 

 

２ 計画期間 

 

３ 計画の推進体制 
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Ⅱ 具体的な取組内容 

 

 

 

○ 妊娠中及び産休・育休帰後の配慮    
 
母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている制度を適切かつ有効に実施する 

ため、制度の周知等に努めます。 
 
 ア 妊娠中及び産休・育休帰後の制度周知 

   職員がより理解を深めることができるよう、母性保護及び母性健康管理の観点か

ら設けられている特別休暇等の制度や出産費用の給付等の経済的支援措置について、

個別説明や庁内ＬＡＮ等の活用により、さらなる情報提供の充実に努めます。 
 
イ 時間外及び深夜における勤務の配慮 

妊娠中及び産休・育休復帰後の職員から、時間外勤務及び深夜における勤務の制

限について請求があったときは、所属長はその業務量に留意して勤務の配慮を行う

とともに、時間外勤務を原則命じないこととします。 
 

【関連する制度の概要】 

労働基準法 

・妊娠中及び産後１年を経過しない女性に係る危険有害業務の就業制限（第64条の３） 

・産前６週間（多胎妊娠の場合は14週間）及び産後８週間の就業禁止（第65条） 

・妊娠中及び産後１年を経過しない女性の時間外労働及び深夜勤務の制限（第66条） 

・生後満１年に達しない生児を育てる女性の育児時間（第67条） 

男女雇用機会均等法 

・妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理に関する措置（第22条及び23条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職員の勤務環境に関するもの 
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○ 男性職員の育児参加のための休暇及び休業の取得促進    
 
子の誕生という喜びを実感し、子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にするとと 

もに、出産時の配偶者を支援するため妻の出産に係る休暇や男性職員の育児休業の取得 

について努めます。 
 
ア 妻の出産に係る休暇の取得促進 

出産時の配偶者を支援するため、「妻の出産に係る特別休暇」及び「育児参加の

ための特別休暇」を取得するよう周知徹底を図ります。 
 
イ 男性職員の育児休業の取得促進 

男性職員の育児休業取得に対しては、過去の慣習や職場の理解が得られにくい等

の印象が強いためか、現状では積極的に取得しようとする雰囲気があるとはいえま

せん。このような認識を少しずつでも改めながら、男女を問わず、直接子育てを担

う期間を持つことへの価値観や職場の雰囲気を醸成するため、男性職員の育児休業

の取得を促進します。 
 

以上のような取り組みを通じて、「妻の出産に係る特別休暇」の取得率を
100％、対象職員全体における「妻の出産に係る特別休暇」及び「育児参加の
ための特別休暇」の合計取得日数を10日以上、育児休業の取得率を女性
100％、男性13％とします。 

 

【参考】「仕事と生活の調和推進のための行動指針（平成19年 政労使調印）」において、 

   令和２年における社会全体の達成目標（水準）として、男性の育休取得率を13％と設定

しています。 
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○ 育児休業等を取得しやすい環境の整備    
 
育児休業、育児短時間勤務又は育児のための部分休業の取得を希望する職員について、 

その円滑な取得の促進等を図るため、次に掲げる措置を実施する。 
 

ア 出産休暇を願い出た職員等への個別説明 

出産休暇を願い出た職員又は育児休業を請求した職員に対し、出産後の各種手続

き、育児休業制度、育児休業中の手続き等について個別説明を行います。 
 
イ 出産休暇中及び育児休業中の職員への情報提供等 

出産休暇中及び育児休業中の職員の円滑な職場復帰を支援するため、当該職員に

対し、人事担当課は、人事管理・福利厚生等に係る各種情報を、必要に応じて提供

します。 

また、各課等（休暇前の所属所）は、出産休暇中及び育児休業中の職員に対し、 

当該職員が担当していた業務に係る情報及び職場情報を、必要に応じて適宜、提供 

します。 
 
ウ 円滑な職場復帰に向けて 

出産休暇中及び育児休業中の職員の職場復帰への不安を軽減するため、休業期間 

中でも気軽に職場を訪問できる雰囲気の醸成に努めます。また、育児休業中の職員 

自身も、子育ての合間の時間を利用して、広報誌や市ホームページの閲覧、職員と 

連絡をとるなど、円滑な職場復帰ができるよう努めます。 
 
エ 育児休業に伴う人員の確保 

職員から育児休業の請求があった場合に、所属所内の人員配置や業務分担の見直

し等により当該職員の業務を処理することが難しいと判断した場合には、会計年度

任用職員等による人員の確保を行います。 
 
  オ テレワーク等の多様な働き方の推進 

    休暇や休業の取得を推進するためには、多様な働き方の容認、またその機会の提

供が必要です。テレワークは職住近接の実現による通勤負担を軽減するなど仕事と

子育ての両立のしやすい働き方であり、その導入については検討・推進をしていき

ます。 
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○ 子育てを行う女性職員の活躍推進    
 
子育てを行う女性職員の活躍推進に向けて、次のような取組を検討していきます。 

 
ア 女性職員を対象とした取組 

① 育児休業を取得する女性職員等に対する適切なキャリアパスの提示及びキャリ 

ア形成支援 

② 女性職員の相談に乗り助言するメンター制度の導入の推進 

③ 育児休業中の職員に対する情報提供・能力開発などの円滑な職場復帰の支援等 

による両立支援制度を利用しやすい環境の整備 

④ 管理職に必要なマネジメント能力等の付与のための研修等を行うことによる女 

性職員のキャリア形成の支援 
 
イ 管理職等を対象とした取組 

① 機関の長等による女性職員の活躍推進や仕事と生活の調和の推進に向けた意識 

啓発等の取組 

② 職域拡大等による女性職員への多様な職務機会の付与 

③ 育児などの女性職員の状況に配慮した人事運用 

④ 女性職員の活躍推進や仕事と生活の調和の推進に関する管理職研修等の取組 
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○ 時間外勤務の縮減    
 
職員一人ひとりが、時間外勤務は本来公務のための臨時又は緊急の必要がある場合に

行われる勤務であるという認識を深め、安易に時間外勤務が行われることのないよう、

次の取り組み等により、職場全体で時間外勤務の縮減に努めます。 
 

ア 子育て中の職員の深夜における勤務等への配慮 

小学校就学始期に達するまでの子どもを育てる職員から、深夜における勤務等の 

制限について請求があったときは、所属長はその業務量に留意して勤務の配慮を行 

うとともに、深夜における勤務等を原則命じないこととします。 
 
イ 定時退庁日（ノー残業デーや節電啓発月間）の徹底 

定時退庁日や勤務を要しない日等においては、原則、時間外勤務を行わないよう 

にします。 
 
ウ 計画的な業務遂行、事務改善 

勤務時間内に仕事を完結するため、計画的な業務遂行に努めるとともに、事務の 

簡素・効率化による勤務時間内の事務効率の向上を図り、不要不急な時間外勤務の 

抑制に努めることとします。 
 

  エ 時間外勤務縮減のための意識啓発 

職員一人ひとりが目的意識を持って時間外勤務の適正な管理に取り組まれるよう、 

所属長は所属職員への意識啓発を図ります。 
 
オ 勤務時間管理の徹底 

人事担当課は、時間外勤務の多い部署や職員の状況を把握し、その結果に基づき、 

所属長への聞き取りや指導等の取り組みを行います。 
 

以上のような取り組みを通じて、各職員の時間外勤務時間数が月45時間、年

間360時間を超えないように努めます。 

【参考】人事院規則にて定める上限時間は月45時間、年360時間とされて 

おります。 
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○ 休暇取得の促進    
 
子育て中の職員を始め、すべての職員が休暇取得に抵抗を感じることがない職場の雰

囲気を醸成するため、年次有給休暇の取得促進を図ります。次の取り組み等により、職

場全体で休暇取得を推奨及び取得に努めます。 
 

  ア 年次休暇の取得の促進 

計画的な年次休暇の取得促進を図るため、年次休暇の計画表の作成及び職場の業 

務予定の職員への早期周知を図る等、年次休暇を取りやすい雰囲気の醸成や環境整 

備を行います。 
 
イ 連続休暇等の取得の促進 

ゴールデンウィーク期間や夏季休暇等における連続する休暇、職員及びその家族 

の誕生日等の記念日や子どもの学校行事等、家族との触れ合いのための年次休暇等 

の取得の促進を図ります。 
 

  ウ 子どもの看護のための特別休暇 

子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員が 

円滑に取得できる環境を整備します。 
 
エ 休暇取得管理の徹底 

人事担当課は、職員の年次休暇の取得状況を定期的に把握し、その結果に基づき、 

所属長への聞き取りや指導等の取り組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のような取り組みを通じて、職員１人当たりの年次有給取得日数が年

12.0日以上となるように努めます。 
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○ 来庁者に対する環境整備    
 
外部からの来庁者の多い市役所は、全ての利用者が安心して来庁できるようにする必

要があるため、子ども連れの来庁者の立場に立って考え、親切な対応ができるよう、研

修の充実や人事評価制度における評価基準の活用等により、職員の意識のさらなる向上

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のような取り組みを通じて、全ての職員が人事評価制度評定項目「市民

に対して常に公平に接し、市民の立場に立って考え、親切で誠意ある対応をす

る行動」の評定がＢ評定以上となるように努めます。 

２ その他の次世代育成支援対策に関する事項 
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○ 子どもの子育てに関する地域貢献活動    
 
子ども・子育てに関する地域貢献活動等への支援・協力は計画以前から取り組んでい 

るところであり、本計画では改めて市役所が有する人、知識、情報を地域に対して貢献 

ができる体制を整えます。 
 

  ア 講師や指導者 

子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、子どもが参加する学習会等 

に、講師や指導者として職員の参加依頼があった場合には積極的に支援・対応を行 

います。 
 
イ 子どもを交通事故から守る活動 

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、交通安全に対する意識 

の高揚と徹底を図ります。また、公務内外を問わず常に交通法規を守り、安全運転 

に努めます。 
 
ウ 地域とのふれあい 

職員は、地域の一員として、地域の子どもや子育て中の家庭に対して必要に応じ 

た気遣いや手助けを行うとともに、子どもが参加する行事や地域活動等への積極的 

な参加・協力に努めます。 

 

 

○ 子どもとふれあう機会の充実    
 
 子どもたちが地域に対し様々な関わりを持つ市役所の業務を見学することにより、市 

役所（公務員）を知ってもらう機会をさらに増やしていきます。 

また、職員の子どもが親の働いているところを実際に見ることにより、「家とはちが 

う、働く親の姿」を身近に感じてもらう機会を提供します。 
 
ア 職場訪問や個別学習 

職場に対する子どもの理解の増進を図るため、社会科見学による本市職場訪問や

個別学習等を積極的に受け入れます。 
 
イ 子ども参観日 

職員の子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参 

観日」を行います。 

 

 
以上のような取り組みを通じて、小学生若しくは中学生が参加するまちづ

くり出前行政講座の件数が年40件以上となるように努めます。 


